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甲斐国幕領の成立と陣屋の形成

－甲府・谷村陣屋を中心として－

西　沢　淳　男

Development of the Shogunal Demesne in Kai Province
and Formation of the Encampment

− Focusing on the Yamura and Kofu Encampment −

Atsuo�NISHIZAWA

Summary

　　This�paper�aims�to�discuss�the�characteristics�of�the�Shogunate�demesne�in�Kai�Province�in�

terms�of� formation� and�development� as�well� as� formation� and�organization�of� the�Kofu�

encampment,�and�the�characteristics�of�the�Yamura�encampment�in�terms�of�style�change�and�

the�local�governor�assuming�the�position.�

　　The�knowledge�about�formation�of�the�Kofu�encampment�has�been�limited�to�the�location�

and�the�size�provided�by�the�“Kaikokushi”.�This�paper�specificcally�shows�selection�and�forming�

process�of�encampment,�salaries�and�divided�duties�of� low-level�officials.�As� for� the�Yamura�

encampment,�the�Shogunal�demesne�developed�in�its�own�way�and�the�Yamura�encampment�was�

formed�since�the�forced�relocation�of�the�feudal�load,�Akimoto.�The�Yamura�encampment�was�not�

designated�as�lodging�for�feudal�loads�but�was�the�satellite�encampment�for�the�local�governors�

of� the�Kanto,� Izu�and�Kai�provinces.� It�was� since� the�Kansei�period� (after�1789)� that� the�

encampment�was�governed�by�the�Isawa�governor.�The�encampment�was�known�as�an�demain�of�

judiciary�and�police�and�abolishment�of� the�encampment�and�transfer�of� the�functions�to�the�

Isawa�demain�was�planned�by� the� then� Isawa�governor,�Toyomasa�Mino.�due� to� a� lot�of�

prosecution.�The�paper�shows,�however,�that�the�reason�was�an�excuse�and�a�true�purpose�was�

to�reduce�unnecessary�expense�in�the�midst�of�the�Shogunal�financial�crisis�when�the�Shogunal�

demsne�was�entrusted�to�feudal�loads�or�was�subject�to�merger�and�abolition.��

　Keywords：local�governor,�the�Shogunal�demesne,�Kofu�encampment,�Yamura�encampment
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甲斐国幕領の成立と陣屋の形成
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本
稿
で
は
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
、
改
め
て
甲
斐
国
幕
領
の
成
立
・
展
開
か
ら
特
徴
を
考
え
る
と
と
も
に
、
甲
府
陣
屋
の
成
立
や
組
織
、

谷
村
陣
屋
の
仕
法
替
や
就
任
代
官
の
特
質
に
つ
い
て
み
た
。

　

甲
府
陣
屋
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
『
甲
斐
国
志
』
に
よ
っ
て
場
所
と
坪
数
し
か
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
具
体
的
な

陣
屋
の
選
定
・
設
置
過
程
や
下
僚
給
与
・
職
務
分
掌
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
、
郡
内
は
秋
元
氏
の
転
封
以
後
は
独
自
な
幕
領
形
成
を
し
、

谷
村
陣
屋
が
建
立
さ
れ
た
。
谷
村
は
本
陣
屋
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
関
東
・
伊
豆
・
甲
斐
国
内
の
代
官
の
出
張
陣
屋
と
な
っ
た
。

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
石
和
代
官
支
配
と
な
る
の
は
寛
政
期
以
降
で
あ
る
。
ま
た
、
石
和
代
官
蓑
豊
昌
に
よ
っ
て
公
事
国
と
よ
ば
れ
た

訴
訟
の
多
さ
を
理
由
に
、
谷
村
陣
屋
の
機
能
を
石
和
に
吸
収
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
廃
止
が
目
論
ま
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
口
実
で
あ
り
、

幕
府
財
政
危
機
の
中
で
全
国
的
に
幕
領
の
大
名
預
地
化
や
統
廃
合
が
実
施
さ
れ
た
時
期
と
重
な
り
、
新
の
目
的
は
冗
費
削
減
の
た
め
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
代
官
、
幕
領
、
甲
府
陣
屋
、
谷
村
陣
屋
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は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
甲
斐
国
幕
領
や
代
官
に
つ
い
て
は
、
村
上
直
が
武
田
氏
蔵
前
衆
の
系

譜
を
引
く
幕
府
代
官
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
（
１
（

さ
ら
に
甲
府
な
ら
び
に
石
和
代
官

就
任
者
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
（
２
（
ま
た
、
和
泉
清
司
は
幕
領
の
全
国
形
成
に
お
け

る
甲
斐
国
幕
領
の
成
立
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
（
３
（

　

一
方
で
、
県
内
の
自
治
体
史
編
纂
は
ほ
ぼ
一
段
落
し
て
、
県
史
編
纂
事
業
も
平

成
二
十
年
終
了
し
た
。
こ
う
し
た
編
纂
事
業
に
よ
り
新
た
な
史
料
の
発
掘
な
ど
も

資
料
編
と
し
て
発
刊
さ
れ
、
着
実
に
研
究
は
進
ん
で
き
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
対
象
が
近
世
初
期
に
限
定
さ
れ
て
い
た
り
、
在
方
の
記
録
に
よ
っ
た

代
官
変
遷
の
紹
介
で
あ
っ
た
た
め
に
齟
齬
が
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

中
期
以
降
個
々
の
陣
屋
の
成
立
に
つ
い
て
も
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
、
改
め
て
甲
斐
国
幕
領
の
成
立
・

展
開
か
ら
特
徴
を
考
え
る
と
と
も
に
、
新
史
料
か
ら
甲
府
陣
屋
の
成
立
や
組
織
、

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
出
張
陣
屋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
正
面
か
ら
研
究
が
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
谷
村
陣
屋
に
つ
い
て
、
そ
の
組
織
や
特
質
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

一
、
甲
斐
国
幕
領
の
成
立
と
一
国
幕
領
化

（
一
）
幕
領
の
成
立
と
形
成

　

先
ず
徳
川
氏
に
よ
る
甲
斐
国
の
再
領
以
降
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
（
４
（

慶
長
五

（
一
六
〇
〇
）
年
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
論
功
行
賞
に
よ
り
徳
川
方
に
つ
い
た
浅
野

幸
長
は
十
三
万
石
加
増
の
上
、
紀
伊
国
和
歌
山
へ
転
封
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り

甲
斐
国
は
徳
川
家
康
の
直
轄
領
と
な
っ
た
。
翌
年
郡
内
谷
村
に
は
鳥
居
成
次
が
封

ぜ
ら
れ
る
が
、
国
中
三
郡
は
家
康
の
五
カ
国
領
有
時
代
甲
斐
経
略
に
あ
た
り
、
甲

斐
国
情
に
精
通
し
て
い
た
平
岩
親
吉
が
六
万
三
○
○
○
石
に
加
増
の
上
、
甲
府
城

代
と
し
て
入
っ
た
。
在
地
支
配
は
、
代
官
頭
大
久
保
長
安
と
徳
川
四
奉
行
と
称
さ

れ
た
桜
井
信
忠
・
石
原
昌
明
・
小
田
切
茂
富
・
跡
部
昌
忠
が
担
当
し
た
。
彼
ら
何

れ
も
武
田
氏
旧
臣
で
あ
っ
た
。
長
安
は
早
速
国
中
三
郡
で
検
地
を
実
施
、
村
数

七
二
二
カ
村
、
山
梨
・
八
代
・
巨
摩
三
郡
で
高
二
一
万
九
七
六
七
石
余
、
こ
れ
に

文
禄
検
地
に
よ
り
打
ち
出
さ
れ
た
郡
内
領
一
万
八
四
一
八
石
余
を
合
わ
せ
て

二
三
万
八
一
八
五
石
余
を
確
定
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
「
甲
斐
国
四
郡
郷
村
慶
長

六
年
御
高
水
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
。
（
５
（

　

慶
長
八
年
正
月
に
は
家
康
九
男
五
郎
太
（
後
の
尾
張
徳
川
義
直
）
が
封
ぜ
ら
れ

る
が
、
幼
少
で
駿
府
城
に
あ
っ
て
入
部
も
な
く
、
政
務
は
傳
役
平
岩
親
吉
、
在
地

は
引
き
続
き
長
安
と
四
奉
行
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
慶
長
十
二
年
閏
四
月
五
郎

太
が
亡
兄
忠
吉
の
旧
領
尾
張
清
洲
へ
転
封
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、幕
領
と
な
っ
た
。

こ
れ
が
甲
斐
国
幕
領
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
甲
府
城
に
は
城
番（
第
一
次
城
番
制
）
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が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。城
番
は
峡
北
地
域
の
武
士
集
団
で
あ
っ
た
武
川
衆
・

津
金
衆
十
二
人
で
構
成
さ
れ
た
武
川
十
二
騎
が
交
代
で
守
衛
し
た
。
前
の
四
奉
行

の
う
ち
、
跡
部
昌
忠
・
石
原
昌
明
は
病
没
し
て
二
奉
行
と
な
り
、
城
代
に
は
諏
訪

頼
水
（
信
濃
国
諏
訪
城
主
）
が
就
任
す
る
が
、
幕
領
は
事
実
上
代
官
頭
大
久
保
長

安
と
配
下
の
代
官
（
元
武
田
氏
蔵
前
衆
）
等
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
。
（
６
（

　

大
久
保
長
安
は
武
田
氏
蔵
前
衆
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
、
主
家
滅
亡
後
徳
川
家

康
に
仕
え
、
大
久
保
忠
隣
の
庇
護
を
え
た
。
長
安
と
武
田
氏
と
の
関
係
は
、
父
大

蔵
大
夫
が
武
田
信
玄
の
猿
楽
衆
と
し
て
仕
え
た
時
に
は
じ
ま
る
。
家
康
の
五
カ
国

領
有
時
代
よ
り
地
方
巧
者
と
し
て
頭
角
を
現
し
、
天
正
十
八
（
一
五
九
○
）
年
の

関
東
入
国
後
は
伊
奈
忠
次
ら
と
と
も
に
代
官
頭
と
し
て
関
東
の
領
国
経
営
に
手
腕

を
発
揮
し
た
。
長
安
は
武
蔵
国
八
王
子
を
拠
点
と
し
な
が
ら
も
、
徳
川
家
の
所
領

拡
大
と
と
も
に
配
下
の
代
官
・
手
代
・
下
代
ら
を
駆
使
し
て
佐
渡
・
越
後
・
信
濃
・

大
和
・
石
見
国
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
に
活
動
の
足
跡
を
残
し
、
特
に
武
田
金
山

衆
を
用
い
た
鉱
山
開
発
で
は
多
大
な
実
績
を
上
げ
た
。慶
長
八
年
に
は
従
五
位
下
・

石
見
守
に
叙
任
さ
れ
、
慶
長
十
年
以
降
の
駿
府
大
御
所
政
権
で
は
年
寄
衆
も
し
く

は
そ
れ
に
準
ず
る
地
位
に
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
慶
長
十
七
年
に
は
中

風
に
よ
り
病
床
に
臥
し
、
翌
年
四
月
に
死
去
し
た
。
遺
言
に
よ
り
甲
斐
で
盛
大
な

葬
儀
を
執
り
お
こ
な
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
突
如
家
康
か
ら
中
止
を
命
じ
ら
れ
、

生
前
の
金
銀
隠
匿
や
幕
府
転
覆
の
陰
謀
発
覚
を
理
由
に
遺
子
七
人
が
死
罪
と
な

り
、
一
族
・
縁
故
者
等
多
数
が
連
座
し
処
断
さ
れ
、
金
銀
財
産
・
所
領
も
没
収
さ

れ
た
。
い
わ
ゆ
る
大
久
保
長
安
事
件
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
慶
長
期
の
甲
斐
国

経
営
に
寄
与
し
た
中
心
人
物
に
間
違
い
な
い
。
長
安
の
死
後
は
、
日
向
正
之
と
島

田
直
時
が
こ
れ
に
代
わ
っ
た
。
な
お
、
正
之
も
武
田
氏
旧
臣
で
あ
る
。
（
７
（

　

元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
大
坂
の
豊
臣
家
が
滅
亡
し
、
翌
年
再
び
将
軍
家
の
近

親
者
、
す
な
わ
ち
三
代
将
軍
と
な
る
家
光
の
弟
国
千
代
（
忠
長
）
が
二
三
万
八
○

○
○
石
で
甲
府
城
に
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
谷
村
城
主
鳥
居
成
次
は
付
家

老
と
な
っ
た
。
寛
永
元
（
一
六
二
四
）
年
駿
河
・
遠
江
国
を
加
え
ら
れ
、
甲
斐
国

と
あ
わ
せ
五
○
万
石
を
領
す
る
こ
と
に
な
り
、
駿
府
に
居
城
が
移
さ
れ
た
。
甲
斐

の
領
国
支
配
は
、
元
和
五
年
島
田
直
時
が
大
坂
町
奉
行
へ
転
出
し
た
以
外
は
こ
れ

ま
で
通
り
で
、
実
務
は
引
き
続
き
蔵
前
衆
の
系
譜
を
引
く
代
官
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
寛
永
八
年
五
月
に
な
り
三
代
将
軍
と
な
っ
て
い
た
兄
家
光

に
よ
り
甲
府
に
蟄
居
が
命
じ
ら
れ
た
。翌
年
正
月
大
御
所
前
将
軍
秀
忠
が
死
去
し
、

十
月
に
は
改
易
さ
れ
上
野
国
高
崎
へ
配
流
と
な
り
、
十
二
月
六
日
に
自
害
し
て
果

て
た
。谷
村
城
主
鳥
居
成
行
も
改
易
と
な
り
、再
び
甲
斐
国
の
大
半
は
幕
領
と
な
っ

た
。
甲
府
城
に
は
武
川
十
二
騎
に
代
わ
り
大
久
保
忠
成
と
水
野
忠
善
、
谷
村
城
に

は
本
堂
茂
親
と
設
楽
貞
代
が
城
番
と
し
て
入
っ
た
。
翌
年
谷
村
に
は
上
野
国
総
社

か
ら
秋
元
泰
朝
が
入
封
し
、
国
中
に
は
甲
府
城
番
（
第
二
次
城
番
制
）
と
し
て
伊

丹
康
勝
が
任
ぜ
ら
れ
、
三
○
○
○
石
加
増
さ
れ
三
日
市
場
村
（
塩
山
市
）
十
組
屋

敷
〈
徳
見
〉
に
一
万
二
○
○
○
石
で
立
藩
し
た
。
康
勝
の
父
も
ま
た
武
田
氏
海
賊

衆
を
勤
め
て
い
た
。
し
か
し
、
寛
永
十
三
年
勘
定
頭
（
後
の
勘
定
奉
行
）・
佐
渡

奉
行
を
兼
務
す
る
多
忙
の
中
で
、
病
気
を
理
由
と
し
て
城
番
を
辞
し
た
。
こ
れ
以

降
は
年
番
制
が
採
用
さ
れ
、
三
○
○
○
石
以
上
の
無
役
で
あ
る
寄
合
旗
本
二
名
を

任
じ
、
毎
年
五
月
四
日
を
期
日
と
し
て
交
代
さ
せ
た
。
城
番
一
人
宛
与
力
六
騎
、

同
心
二
十
人
が
付
属
し
た
。
城
番
は
代
わ
っ
て
も
地
方
支
配
に
つ
い
て
は
、
代
官
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（
二
次
史
料
で
は
代
官
触
頭
と
す
る
）
平
岡
和
由
、
岩
波
道
能
を
中
心
に
お
こ
な

わ
れ
た
。
両
人
は
、
女
関
所
手
形
や
寺
社
宛
の
禁
制
発
給
等
一
般
の
代
官
よ
り
も

か
な
り
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
（
８
（
す
で
に
平
岡
・
岩
波
両
家
と
も
大
久
保
長

安
配
下
の
有
力
な
代
官
と
し
て
名
前
が
見
え
、
徳
川
義
直
領
・
忠
長
領
と
領
主
が

移
り
変
わ
っ
て
も
一
貫
し
て
在
地
支
配
に
携
わ
っ
て
お
り
、
初
期
甲
州
を
代
表
す

る
在
地
性
の
強
い
代
官
で
あ
る
。
ま
た
、
峡
南
河
内
領
に
は
武
田
氏
旧
臣
の
系
譜

を
引
く
秋
山
正
甫
・
伯
重
が
代
官
と
し
て
同
様
の
位
置
に
い
た
。

　

平
岡
家
は
岡
右
衛
門
道
成
が
武
田
氏
蔵
前
衆
を
勤
め
、
そ
の
弟
帯
刀
良
知
、
子

の
次
郎
右
衛
門
和
由
、
勘
三
郎
良
辰
と
代
官
職
を
世
襲
し
、
そ
の
子
孫
は
甲
州
を

離
れ
た
後
も
幕
末
ま
で
代
々
江
戸
幕
府
の
代
官
を
勤
め
た
。

　

慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
四
月
に
な
り
三
代
将
軍
家
光
の
二
男
綱
重
、
三
男
綱

吉
に
「
厨
料
」
と
し
て
各
々
十
五
万
石
が
宛
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
国
中
幕
領
か
ら

綱
重
は
笛
吹
川
以
西
で
十
四
万
四
○
一
二
石
、
綱
吉
は
西
河
内
領
三
○
○
○
石
を

中
心
に
与
え
ら
れ
、
幕
領
は
激
減
し
た
。
当
初
は
独
立
家
門
大
名
で
は
な
く
将
軍

家
扶
養
と
し
て
所
領
管
理
は
幕
府
代
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
寛
文
元
年

（
一
六
六
一
）
閏
八
月
に
な
り
綱
重
・
綱
吉
に
各
々
十
万
石
が
加
増
さ
れ
て
、
綱

重
は
甲
府
城
、
綱
吉
は
上
野
国
館
林
城
に
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
城
番
制
も
終
わ
り
を
告
げ
、
こ
れ
ま
で
甲
府
の
拝
領
屋
敷
で
幕
領
支
配
を
お

こ
な
っ
て
い
た
平
岡
良
辰
は
、
拠
点
を
石
和
村
の
旧
地
頭
屋
敷
へ
移
し
こ
こ
を
陣

屋
に
定
め
、
笛
吹
川
以
東
の
残
余
幕
領
支
配
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
石
和
陣

屋
の
創
設
で
あ
る
。
（
９
（

　

一
方
、
郡
内
に
つ
い
て
は
国
中
の
大
部
分
は
甲
府
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
中
納
言

綱
豊
領
で
あ
っ
た
が
、
宝
永
元
（
一
七
○
四
）
年
十
二
月
五
日
五
代
将
軍
綱
吉
の

継
嗣
と
し
て
江
戸
城
西
丸
入
（
九
日
家
宣
と
改
名
）
す
る
こ
と
に
よ
り
廃
藩
と
と

な
っ
た
。
そ
こ
へ
綱
吉
の
側
用
人
と
し
て
権
勢
を
誇
り
、
大
老
格
と
な
っ
て
い
た

川
越
城
主
柳
沢
吉
保
が
三
万
九
○
○
○
石
加
増
の
上
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
れ
は
歴
代
親
藩
が
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
要
地
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
異
例
の

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
柳
沢
氏
も
ま
た
武
田
氏
旧
臣
の
系
譜
を
引
く
。
翌
年
三
月
に

は
駿
河
国
分
の
領
地
も
甲
斐
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
国
中
三
郡
が
一
円
支
配
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
吉
保
宛
の
領
地
目
録
（
（（
（

に
よ
れ
ば
、
山
梨
郡
一
円
一
四
六
ケ

村
六
万
八
○
一
四
石
余
、
八
代
郡
一
円
一
七
九
ケ
村
五
万
九
五
三
二
石
余
、
巨
摩

郡
一
円
三
三
六
ケ
村
一
○
万
一
二
一
九
石
で
、
表
高
一
五
万
一
二
八
八
石
余
の
他

に
内
高
七
万
七
四
七
七
石
余
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
実
収
入
は
二
二
万
八
七
六
五
石

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
平
行
し
て
、
十
二
月
二
十
五
日
谷
村
城
主
秋
元
喬
元
が
吉
保
の
あ
と
の

川
越
城
へ
転
封
と
な
り
、
郡
内
領
二
万
六
○
○
石
余
は
幕
領
と
さ
れ
た
。
当
初
の

郡
内
領
は
大
名
預
地
と
い
う
幕
領
を
大
名
に
委
託
支
配
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
甲
府

藩
柳
沢
氏
に
預
け
ら
れ
た
。
形
の
上
で
は
、
吉
保
の
甲
斐
一
国
支
配
、
す
な
わ
ち

国
主
大
名
化
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
一
国
幕
領
化

　

六
代
将
軍
家
宣
・
七
代
将
軍
家
継
が
短
命
に
終
わ
り
、
紀
州
徳
川
家
か
ら
宗
家

に
入
っ
た
八
代
将
軍
吉
宗
の
治
世
と
な
り
甲
斐
の
領
主
も
柳
沢
吉
保
か
ら
吉
里
へ

と
代
っ
た
。
そ
し
て
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
三
月
十
一
日
に
大
和
国
郡
山
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一
五
万
一
二
○
○
石
へ
転
封
の
命
が
下
り
、
二
十
年
余
り
続
い
た
藩
政
は
終
わ
り

を
告
げ
て
、
国
中
は
再
び
幕
領
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
郡
内
領
と
合
わ
せ
て
甲

斐
一
国
幕
領
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
全
国
で
一
国
一
円
幕
領
で

あ
る
の
は
飛
驒
国
と
佐
渡
・
隠
岐
国
二
島
の
み
で
あ
り
、
関
東
に
隣
接
し
た
甲
斐

国
は
、
甲
州
街
道
や
青
梅
街
道
（
甲
州
裏
街
道
）
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
代
官
頭
大

久
保
長
安
や
配
下
代
官
の
拠
点
が
あ
り
、
武
田
氏
旧
臣
の
小
人
衆
に
よ
っ
て
編
成

さ
れ
た
千
人
同
心
の
集
住
し
て
い
た
八
王
子
と
結
ば
れ
、
幕
府
に
と
っ
て
極
め
て

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

甲
府
城
に
は
城
番
と
し
て
郭
内
追
手
・
山
手
に
役
宅
を
構
え
る
勤
番
支
配
（
役

高
三
○
○
○
石
・
役
知
一
○
○
○
石
）
が
各
々
置
か
れ
、
配
下
に
組
頭
（
役
料
三

○
○
俵
）
各
々
二
名
、
勤
番
士
（
含
組
頭
）
各
々
百
名
と
他
に
各
々
与
力
一
○
騎

名
・
同
心
五
○
名
が
付
属
し
た
。
勤
番
支
配
は
甲
府
城
の
守
衛
と
甲
府
町
方
の
支

配
を
お
こ
な
っ
た
。

　

勤
番
支
配
の
地
位
は
遠
国
奉
行
等
の
地
方
官
の
中
で
は
、
駿
府
城
代
、
伏
見
奉

行
に
次
い
で
高
く
、
従
五
位
下
に
叙
任
し
た
。
幕
府
役
職
で
も
三
奉
行
の
う
ち
町

奉
行
・
勘
定
奉
行
や
下
三
奉
行
と
称
さ
れ
た
作
事
奉
行
・
普
請
奉
行
・
小
普
請
奉

行
な
ど
に
準
じ
た
位
置
で
あ
っ
た
。
勤
番
支
配
就
任
者
に
は
武
田
氏
家
臣
の
系
譜

を
引
く
上
級
旗
本
、
勤
番
士
に
つ
い
て
も
徳
川
忠
長
や
甲
府
徳
川
家
の
旧
臣
で

あ
っ
た
者
も
多
く
、
初
期
幕
領
に
お
い
て
武
田
氏
旧
臣
で
あ
っ
た
代
官
た
ち
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
武
田
氏
支
配
の
伝
統
を
意
識
し
た
人
事
と
も

い
え
よ
う
。（
（（
（

　

在
方
に
つ
い
て
は
、
当
初
「
三
分
代
官
」
と
称
さ
れ
た
甲
府
・
上
飯
田
・
石
和

第１表　甲斐国代官支配高
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及
び
郡
内
谷
村
に
陣
屋
を
置
い
た
幕
府
代
官
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
。
一
時
期
川
田

に
も
置
か
れ
た
。
甲
府
は
長
禅
寺
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
長
禅
寺

前
役
所
と
も
称
さ
れ
、
代
官
は
甲
府
御
蔵
掛
と
し
て
甲
府
城
の
御
蔵
米
の
出
入
管

理
を
兼
務
す
る
こ
と
に
よ
り
役
料
二
○
○
俵
を
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
、
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
七
月
河
内
領
で
三
万
石
が
駿
府
紺
屋
町
代
官
支
配
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
翌
年
市
川
大
門
村
に
出
張
陣
屋
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
十
二
月
駿
河
国
島
田
陣
屋
が
出
張
陣
屋
へ
格
下
げ
と
な

り
、
駿
府
代
官
支
配
下
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
島
田
管
下
支
配
高
が
増
加
し

た
分
河
内
領
三
万
石
が
引
か
れ
、
市
川
は
駿
府
か
ら
独
立
し
た
本
陣
屋
と
し
て
専

任
の
代
官
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
明
七
年
（
一
七
八
九
）
上
飯
田
陣
屋

が
廃
止
さ
れ
る
と
、
甲
府
・
石
和
に
市
川
を
加
え
「
三
分
代
官
」
と
称
し
、
郡
内

の
谷
村
と
と
も
に
陣
屋
は
幕
末
維
新
ま
で
存
続
し
た
。

　

第
１
表
は
、
一
国
幕
領
化
以
降
各
代
官
の
支
配
高
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

享
保
期
の
二
十
八
万
二
〇
〇
〇
石
余
を
最
高
に
惣
高
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
時
期
に
よ
り
変
動
が
あ
る
も
の
の
、
田
安
家
領
を
中
心
に
一
橋
家･

清

水
家
の
い
わ
ゆ
る
三
卿
領
の
設
定
・
解
消
等
に
よ
る
増
減
や
、
後
述
す
る
国
中
代

官
の
郡
内
領
（
二
万
石
余
）
所
管
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
支
配
高

は
代
官
の
格
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
本
高
で
は
各
時
代
と
も

幕
府
直
轄
都
市
で
あ
り
、
甲
府
御
蔵
掛
を
兼
帯
し
た
甲
府
代
官
の
支
配
高
が
常
に

最
高
を
示
し
て
い
る
。

二
、
甲
府
陣
屋
の
成
立
と
組
織

（
一
）
甲
府
陣
屋
の
成
立

　

甲
州
の
代
官
陣
屋
は
、
出
張
で
あ
っ
た
谷
村
を
除
き
代
官
が
在
陣
す
る
陣
屋
で

あ
る
た
め
規
模
は
大
き
か
っ
た
。
陣
屋
に
つ
い
て
は
、
享
保
十
年
に
陣
屋
持
ち
の

十
万
石
支
配
の
代
官
の
場
合
、
御
用
場
や
下
僚
の
官
舎
等
で
坪
数
百
九
十
坪
、
坪

当
た
り
金
三
分
で
百
四
十
二
両
が
拝
借
で
き
る
と
の
規
定
が
定
め
ら
れ
る
が
、（
（（
（

特

に
決
ま
っ
た
陣
屋
の
形
態
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

甲
府
代
官
の
場
合
、（
（（
（

六
月
十
九
日
、
瑞
泉
寺
に
入
っ
て
い
た
柳
沢
家
中
か
ら

の
引
取
代
官
河
原
正
真
（
伊
豆
国
三
島
・
谷
村
支
配
）
よ
り
初
代
甲
府
代
官
と
な

る
奥
野
俊
勝
手
代
へ
引
き
渡
し
が
お
こ
な
わ
れ
、
当
面
は
帰
命
院
を
仮
役
所
と
し

て
業
務
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
式
な
陣
屋
で
は

な
く
、「
在
番
之
面
々
御
切
米
・
御
扶
持
方
御
用
」
も
あ
る
の
で
郭
外
町
裏
屋
敷

内
三
千
坪
余
の
場
所
で
陣
屋
建
設
の
申
請
を
出
し
た
。
十
二
月
、
残
っ
て
い
た
建

屋
・
長
屋
と
も
引
き
渡
さ
れ
、
翌
春
の
代
官
引
越
ま
で
に
陣
屋
を
整
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
が
長
禅
寺
と
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
長
禅
前
陣
屋
と

称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
以
下
便
宜
上
甲
府
陣
屋
と
す
る
）
陣
屋
の
概
要
は
、
役

屋
（
本
陣
）
が
一
八
〇
坪
、
土
蔵
一
ケ
所
十
二
坪
半
、
手
代
・
下
役
・
裏
門
番
小

屋
が
七
棟
三
六
五
坪
余
、
腰
掛
一
ケ
所
十
二
坪
余
、
長
屋
七
十
九
坪
、
井
戸
七
ヶ

所
、
下
水
五
十
間
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
す
で
に
あ
っ
た
古
屋
を
利
用
し
て
普

請
を
し
て
い
る
が
、
畳
だ
け
で
上
中
下
で
七
七
〇
畳
、
人
足
の
べ
三
三
〇
〇
人
を
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要
し
て
い
る
。普
請
各
所
毎
に
坪
単
価
で
入
札
を
し
て
、総
額
四
六
〇
両
余
で
あ
っ

た
が
、
本
陣
の
入
用
一
九
九
両
余
は
公
費
と
し
て
、
残
り
二
六
一
両
余
は
支
配
所

村
々
の
高
掛
と
し
て
支
配
所
村
々
へ
割
り
当
て
ら
れ
、
本
年
と
翌
年
の
二
カ
年
で

取
り
立
て
た
。
な
お
申
請
の
際
、
先
の
拝
借
規
定
で
所
帯
持
ち
一
人
前
十
坪
が
標

準
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
人
前
十
八
坪
と
広
す
ぎ
る
た
め
減
坪
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
。

　

在
方
陣
屋
の
普
請
・
修
復
費
用
は
、
後
年
は
基
本
的
に
は
郡
中
割
に
よ
っ
て
賄

わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
の
代
官
私
邸
内
に
置
か
れ
た
役
所
等
を
家
作
す
る
た
め
、

甲
州
の
場
合
、
高
に
関
わ
ら
ず
一
〇
〇
両
を
拝
借
し
二
年
賦
で
返
済
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
享
保
十
年
以
降
は
、
十
万
石
高
の
場
合
、
七
〇
両
を
拝
借
し
、
五

カ
年
賦
で
返
済
し
た
。

　

陣
屋
に
は
陣
屋
付
の
道
具
類
が
あ
り
、
こ
れ
は
郡
中
賄
い
で
あ
っ
た
。
市
川
陣

屋
付
の
明
細
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、（
（（
（

主
な
物
を
示
せ
ば
、
黒
塗
本
膳
・
二
ノ
膳

十
八
人
前
を
は
じ
め
と
す
る
椀
類
・
杓
子
、
代
官
用
で
あ
ろ
う
か
弁
当
提
一
人
前
、

書
物
箪
笥
、
葛
籠
、
金
箱
、
火
鉢
、
煙
草
盆
、
行
灯
、
各
種
枡
等
々
が
あ
っ
た
。

他
に
、
陣
屋
稲
荷
の
祭
礼
道
具
で
あ
る
幟
竿
・
幟
・
太
鼓
等
も
含
ま
れ
て
い
た
。

（
二
）
陣
屋
経
営
と
組
織

　

陣
屋
経
営
に
関
す
る
経
費
は
、
幕
初
よ
り
各
代
官
が
本
年
貢
一
石
に
付
三
升
の

口
米
、
本
永
一
貫
文
に
三
〇
文
の
口
永
と
い
う
付
加
税
と
し
て
徴
収
し
た
も
の
で

運
用
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、こ
の
支
給
方
法
で
は
地
域
や
作
況
に
よ
っ
て
も
区
々

と
な
り
、い
き
お
い
不
足
分
が
本
年
貢
か
ら
流
用
さ
れ
た
り
、代
官
の
負
金
と
な
っ

た
。
こ
の
負
金
等
に
よ
っ
て
五
代
将
軍
綱
吉
か
ら
こ
の
享
保
年
間
ま
で
に
大
量
の

代
官
が
改
易
や
死
罪
・
遠
島
と
な
り
処
分
さ
れ
た
。
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
こ
の
制

度
上
の
不
備
も
認
め
た
上
で
、
石
和
代
官
と
な
る
小
宮
山
昌
世
へ
下
問
し
た
。
そ

の
返
答
書
で
あ
る
『
地
方
問
答
書
』
に
は
、（
（（
（

同
じ
支
配
高
で
試
算
を
す
る
と
、
五

畿
内
と
は
異
な
り
関
東
筋
の
代
官
は
、
一
切
不
正
を
し
な
く
と
も
初
年
度
か
ら
負

金
が
生
じ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
解
決
策
と
し
て
、
代
官
一
人
宛
の
支
配
地

を
増
や
す
か
、
役
料
を
支
給
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
あ
る
。
こ
れ
を
う
け

て
幕
府
は
享
保
十
年
十
月
、
す
べ
て
の
口
米
・
口
永
は
幕
府
に
そ
の
ま
ま
納
入
さ

せ
、
改
め
て
各
代
官
の
赴
任
地
域
や
支
配
高
に
応
じ
て
必
要
経
費
を
予
算
化
し
配

分
す
る
方
法
に
改
め
た
。

　

甲
斐
国
五
万
石
高
支
配
代
官
の
場
合
、
六
〇
〇
両
七
十
人
扶
持
（
元
文
元
年

（
一
七
三
六
）
の
改
正
に
よ
っ
て
五
〇
両
減
額
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
万
石
支
配

第２表　1736（元文１）年改正　十万石高諸入用

第３表　甲府代官下僚職務分掌（発足時）
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所
が
増
え
る
毎
に
五
〇
両
十
人
扶
持
増
額
さ
れ
る
の
で
、
甲
府
代
官
奥
野
俊
勝
の

場
合
、
十
万
石
支
配
で
年
八
〇
〇
両
一
二
〇
人
扶
持
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

金
は
御
金
蔵
、
扶
持
米
は
甲
府
御
蔵
に
お
い
て
勘
定
奉
行
・
勘
定
吟
味
役
裏
判
手

形
を
以
て
春
（
２
／
24
）
秋
（
７
／
10
）
冬
（
11
／
24
）
の
三
度
に
分
け
て
支
給

さ
れ
た
。
予
算
執
行
に
つ
い
て
は
、
次
の
第
２
表
に
あ
る
よ
う
に
標
準
を
示
さ
れ

て
い
た
。

　

こ
れ
は
元
文
元
年
改
正
後
の
も
の
で
、
陣
容
は
役
人
の
中
心
と
な
る
手
代
二
〇

名
を
含
め
総
勢
四
〇
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、
忍
藩
十
万
石
阿
部
正
喬
の
享
保
八
年

の
「
軍
役
之
定
」
（
（（
（

に
よ
れ
ば
、
総
人
数
雑
兵
共
四
〇
七
三
人
と
あ
り
、
大
名
機
構

と
比
べ
い
か
に
幕
領
陣
屋
機
構
が
脆
弱
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
享
保
十
年
の
経
費

支
給
方
法
大
改
正
直
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
第
３
表
に
示
し
た
甲
府
代
官
下
僚
組

織
を
み
る
と
、
江
戸
詰
五
名
、
甲
府
詰
一
〇
名
で
、
雇
い
と
い
う
臨
時
採
用
分
を

含
め
る
と
標
準
に
近
く
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
改
正
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
職
掌
を
見
る
と
、
代
官
の
仕
事
が
徴
税
を
主
務
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
課
税

の
た
め
の
検
見
に
関
わ
る
人
数
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
甲
府
勤
番
支
配

の
町
方
支
配
が
確
立
す
る
前
の
た
め
、
町
方
担
当
が
置
か
れ
、
火
の
用
心
が
厳
命

さ
れ
て
い
た
。
雇
手
代
の
給
金
に
つ
い
て
は
四
〇
俵
と
示
さ
れ
て
い
る
。
改
正
前

の
手
代
給
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
蔵
米
で
あ
っ
た
の
か
給
金
で
あ
っ
た

の
か
も
含
め
、
俸
給
を
考
え
る
目
安
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
元
文
元
年

の
改
正
に
よ
る
予
算
は
幕
末
ま
で
変
更
が
な
か
っ
た
た
め
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
寛
政
期
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
初
年
頃
か
ら
手
付
と
い
う
下
僚
が
新
た

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
が
、（
（（
（

こ
れ
は
、
幕
臣
で
も
な

く
農
民
・
町
人
か
ら
で
も
代
官
が
勘
定
所
へ
申
請
す
れ
ば
採
用
さ
れ
る
手
代
の
不

法
行
為
（
次
章
で
詳
述
）
が
目
立
っ
て
き
た
た
め
、
替
わ
っ
て
幕
臣
御
家
人
の
中

か
ら
選
抜
し
て
手
付
と
い
う
代
官
下
僚
を
新
た
に
設
け
、
最
終
的
に
は
手
代
を
全

廃
す
る
と
い
う
組
織
改
革
を
お
こ
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
幕
末
ま
で
手

代
は
廃
止
さ
れ
ず
、各
代
官
宛
数
名
の
手
付
が
併
存
し
て
い
く
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

一
方
役
所
入
用
に
つ
い
て
み
て
み
る
。「
在
方
へ
遣
候
入
用
」
と
は
、
手
代
が

年
貢
金
取
り
立
て
な
ど
の
御
用
の
た
め
の
道
中
往
来
駄
賃
や
旅
籠
代
、
逗
留
代
と

い
っ
た
出
張
費
で
あ
る
。「
米
拵
廻
米
津
出
に
付
改
入
用
」
は
、
年
貢
米
取
り
立

て
に
関
わ
る
出
張
費
で
あ
る
。「
検
見
に
付
道
中
並
在
方
逗
留
入
用
」
は
、
年
貢

査
定
の
た
め
の
道
中
往
来
費
の
他
、
支
配
所
に
五
十
日
逗
留
し
て
い
る
間
の
飯
代

で
等
の
費
用
で
あ
る
。「
飛
脚
入
用
」
は
、
江
戸
役
所
か
ら
陣
屋
へ
の
連
絡
費
用

で
あ
る
。「
御
役
勤
に
付
諸
入
用
」
は
、二
十
五
両
は
家
来
二
十
人
の
塩
・
味
噌
代
、

二
十
五
両
は
御
用
で
詰
め
て
い
た
際
の
飯
料
、
四
十
両
は
諸
道
具
や
総
修
復
料

等
々
の
雑
費
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
運
用
は
各
代
官
区
々
で
あ
り
、
具

体
的
な
収
支
は
「
勘
定
目
録
」
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
甲

斐
国
陣
屋
関
係
分
は
数
点
残
さ
れ
て
い
る
が
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
代
官

佐
々
木
高
陳
石
和
役
所
分
の
「
勘
定
目
録
」
（
（（
（

を
み
て
み
る
と
、
諸
出
役
と
い
う
各

種
出
張
経
費
が
七
十
五
両
二
分
余
、
紙
代
八
両
三
分
、
蝋
燭
代
一
両
三
分
、
炭
代

六
両
一
分
、
役
所
一
統
歳
暮
四
両
三
分
、
役
所
一
統
手
当
・
筆
墨
代
等
九
十
六
両

三
分
、
手
許
賄
入
用
と
い
う
代
官
生
活
費
が
百
二
十
両
が
主
な
支
出
で
、
総
計

四
百
八
十
五
両
余
が
決
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
代
官
私
邸
内
に
あ
る
江
戸

役
所
や
出
張
で
あ
る
谷
村
陣
屋
分
（
凡
そ
百
両
）
が
加
わ
る
。
佐
々
木
は
五
万
石



− 95 −

甲斐国幕領の成立と陣屋の形成

高
支
配
な
の
で
、
五
五
〇
両
七
十
人
扶
持
で
は
到
底
ま
か
な
え
な
い
。
し
か
も
、

支
出
の
標
準
項
目
に
な
い
代
官
の
私
的
入
用
費
や
歳
暮
費
用
ま
で
計
上
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
佐
々
木
個
人
の
特
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
代
官

で
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
（（
（

三
、
谷
村
陣
屋
と
仕
法
替

（
一
）
谷
村
陣
屋
の
成
立

　

前
に
み
た
よ
う
に
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
十
二
月
五
日
、
甲
斐
国
国
中
の
大

部
分
は
甲
府
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
中
納
言
綱
豊
領
で
あ
っ
た
が
、
五
代
将
軍
綱
吉

の
継
嗣
と
し
て
江
戸
城
西
丸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
廃
藩
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
へ
綱

吉
の
側
用
人
と
し
て
権
勢
を
誇
り
、
大
老
格
と
な
っ
て
い
た
川
越
城
主
柳
沢
吉
保

が
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
平
行
し
て
、
十
二
月
二
五
日
谷
村
城
主
秋
元
喬
朝
が
吉
保
の
あ

と
の
武
蔵
国
川
越
城
へ
転
封
と
な
り
、
郡
内
領
二
万
六
○
○
石
余
は
幕
領
に
な
っ

た
。
翌
年
二
月
に
は
転
封
も
完
了
し
、
谷
村
城
は
廃
城
破
却
と
な
っ
た
。
都
留
郡

内
支
配
の
拠
点
と
し
て
引
き
続
き
谷
村
に
は
陣
屋
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

城
下
の
秋
元
氏
家
老
高
山
甚
五
兵
衛
旧
宅
が
充
て
ら
れ
た
。

　

秋
元
氏
転
封
後
、
関
東
代
官
町
野
惣
右
衛
門
と
清
野
与
右
衛
門
貞
平
が
郷
村
受

取
代
官
と
し
て
郡
内
入
り
し
、
三
月
十
七
ケ
条
か
ら
な
る
法
度
を
発
布
し
て
い

る
。（
（（
（

両
人
は
専
任
の
代
官
で
は
な
い
た
め
、「
先
城
主
被
申
付
置
候
諸
法
度
堅
可

相
守
事
」
と
積
極
的
な
施
策
を
打
ち
出
す
ま
で
に
至
ら
ず
、
結
局
郡
内
は
代
官
直

支
配
を
み
な
い
ま
ま
、
宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
七
月
四
日
郡
内
領
二
万
六
○
○

石
余
を
甲
府
城
主
柳
沢
氏
へ
預
け
る
旨
の
命
が
下
っ
た
。
当
初
の
郡
内
領
は
大
名

預
地
と
し
て
甲
府
藩
柳
沢
氏
に
預
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
正
徳
三
年

（
一
七
一
三
）
幕
府
代
官
支
配
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
年
貢
徴
収
等
の
事
務
は
柳
沢

氏
の
家
臣
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
年
貢
は
幕
府
へ
納
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
谷
村
陣
屋
の
場
合
、
年
貢
収
納
米
蔵
は
若
干
離
れ
た
場
所
に
置
か
れ

た
。

　

前
章
で
み
た
よ
う
に
甲
府
・
石
和
・
市
川
陣
屋
は
代
官
が
在
陣
す
る
た
め
、
属

僚
と
そ
の
家
族
が
生
活
す
る
長
屋
の
数
も
多
く
、
規
模
が
大
き
い
。
石
和
の
陣
屋

敷
地
は
七
反
八
畝
九
歩
余
で
あ
る
が
、（
（（
（

谷
村
の
陣
屋
敷
地
は
出
張
で
あ
る
た
め
に

三
反
壱
畝
二
十
二
歩
余
（
（（
（

と
本
陣
屋
と
比
べ
る
と
小
規
模
で
あ
っ
た
。
陣
屋
内
は
、

本
陣
壱
軒
、
属
僚
の
長
屋
が
四
軒
で
あ
り
、
陣
屋
外
に
囲
籾
蔵
四
戸
と
同
所
番
所

と
牢
屋
が
あ
っ
た
。（
（（
（

（
二
）
陣
屋
仕
法
替

　

陣
屋
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
国
中
で
は
甲
府
・
市
川
・
石
和
の
三
陣
屋
が
代
官

在
陣
の
本
陣
屋
と
し
て
安
定
し
、
谷
村
も
出
張
で
は
あ
っ
た
も
の
の
郡
内
支
配
の

拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
六
月
谷
村

陣
屋
付
百
壱
ケ
村
の
村
方
三
役
が
石
和
陣
屋
の
代
官
蓑
豊
昌
の
呼
び
出
し
を
受
け

「
五
ヶ
年
之
御
試
と
し
て
御
年
貢
并
御
囲
籾
蔵
御
用
之
外
公
事
出
入
者
勿
論
、
都
而

諸
願
諸
届
共
谷
村
御
陣
屋
ニ
而
御
取
上
無
之
候
間
、
石
和
陣
屋
江
可
訴
出
旨
被　

仰

付
」
（
（（
（

ら
れ
た
。
こ
の
突
然
の
仕
法
替
は
「
公
事
出
入
・
吟
味
物
多
ニ
も
有
之
、
其
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外
御
趣
意
」
（
（（
（

が
あ
る
か
ら
と
す
る
。
確
か
に
甲
斐
国
は
公
事
国
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
な
に
も
郡
内
領
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
一

点
の
「
御
趣
意
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

幕
府
は
財
政
再
建
策
の
な
か
で
、
全
国
の
陣
屋
の
統
廃
合
を
進
め
て
き
た
。
一

時
減
少
し
て
い
た
陣
屋
が
、
文
化
初
年
に
近
世
中
後
期
で
は
最
高
水
準
ま
で
に
増

加
し
た
。
一
方
で
幕
府
の
支
出
決
算
は
赤
字
に
転
落
し
財
政
的
危
機
を
迎
え
、
文

化
二
年
勘
定
所
か
ら
代
官
の
減
員
に
よ
る
諸
入
用
の
抑
制
と
減
員
分
の
大
名
預
地

化
が
企
図
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
本
陣
屋
は
文
化
末
年
ま
で
下
降
線
を
た
ど
っ
た

の
で
あ
る
。（
（（
（

　

こ
う
し
た
統
廃
合
の
過
程
で
は
少
な
か
ら
ず
反
対
運
動
は
お
こ
る
。
筆
者
は
別

稿
に
お
い
て
信
濃
国
の
陣
屋
誘
致
運
動
を
み
た
が
、（
（（
（

そ
の
戦
略
は
、段
階
的
に
「
地

理
的
要
因
」「
由
緒
」、
さ
ら
に
「
経
済
的
要
因
」
が
加
わ
り
、
最
終
的
に
は
治
安

悪
化
等
の
「
社
会
的
要
因
」
を
訴
願
理
由
と
し
た
が
、
新
規
の
陣
屋
設
置
が
不
可

能
と
学
習
す
る
と
、
諸
入
用
減
を
論
拠
に
、
よ
り
至
便
な
陣
屋
へ
の
「
付
け
替
え
」

へ
と
戦
術
転
換
す
る
こ
と
明
ら
か
に
し
た
。

　

谷
村
の
場
合
も
新
規
仕
法
反
対
の
願
書
（
（（
（

よ
り
み
て
み
る
と
、「
御
用
飛
脚
稼
或

は
洗
濯
物
等
之
賃
銭
を
得
露
命
を
繋
来
」
と
い
っ
た
陣
屋
の
存
在
に
よ
っ
て
生
計

を
立
て
て
い
る
者
の
難
儀
、「
御
陣
屋
格
別
遠
隔
」
に
よ
る
治
安
の
悪
化
や
石
和

陣
屋
付
に
な
る
こ
と
に
よ
り
「
往
返
入
用
を
始
、
都
て
諸
雑
用
費
多
分
ニ
相
懸
り
、

是
迄
と
違
ひ
俄
ニ
夫
銭
相
増
」
と
い
っ
た
地
理
的
条
件
等
に
よ
る
諸
入
用
増
加
等

が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
反
対
運
動
が
予
想
さ
れ
る
中
で
な
ぜ
代
官
蓑
豊
昌
は
強
行
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
谷
村
に
お
い
て
年
貢
・
囲
蔵
以
外
の
御
用
を
取
り
扱
わ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
谷
村
出
張
陣
屋
を
御
用
場
へ
格
下
げ
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
来
御
用
場
は
、陣
屋
本
陣
内
の
役
所
（
御
用
達
場
＝
御
用
場
）
を
指
す
言
葉
で
、

一
人
な
い
し
数
人
が
詰
め
る
役
所
の
み
の
臨
時
的
な
施
設
で
、
短
期
間
で
廃
止
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
即
ち
、
格
下
げ
に
よ
る
人
員
及
び
経
費
削
減
を
目
論
ん

だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓑
豊
昌
の
前
任
地
は
信
濃
国
中
之
条
陣
屋
で
、
在
任
中

佐
久
郡
旧
長
尾
金
山
の
開
発
を
申
請
し
て
許
可
さ
れ
て
お
り
、
石
和
へ
転
任
後
も

鉱
山
を
含
む
一
八
ケ
村
二
八
五
三
石
が
引
き
続
き
支
配
所
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
文

化
五
年
在
任
中
死
去
す
る
ま
で
居
倉
村
に
御
用
場
が
置
か
れ
、
手
代
二
名
が
常
駐

し
て
い
た
。（
（（
（

原
則
と
し
て
陣
屋
に
お
け
る
行
政
執
行
費
は
郡
中
入
用
で
賄
わ
れ
る

が
、
本
陣
屋
以
外
の
役
所
を
多
く
抱
え
れ
ば
そ
の
分
の
庁
費
は
増
大
し
陣
屋
経
営

を
圧
迫
す
る
こ
と
と
な
る
。（
（（
（

つ
ま
り
、
訴
訟
の
多
さ
は
一
つ
の
口
実
で
あ
り
、「
御

趣
意
」
と
は
幕
府
の
支
出
抑
制
の
た
め
の
陣
屋
統
廃
合
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
経

費
節
減
の
た
め
の
陣
屋
廃
止
に
向
け
た
布
石
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

（
三
）
谷
村
陣
屋
の
組
織
と
下
僚

　

代
官
の
指
揮
の
も
と
実
務
を
行
う
の
は
下
僚
で
あ
る
。
下
僚
は
、
現
地
の
陣
屋

詰
、
出
張
陣
屋
詰
、
江
戸
役
所
詰
等
に
分
か
れ
て
い
た
。
谷
村
陣
屋
に
お
い
て
手

付
は
少
な
く
と
も
文
政
期
（
一
八
一
八
〜
二
九
）
よ
り
み
ら
れ
る
。（
（（
（

陣
屋
詰
の
手

付
・
手
代
の
数
は
時
代
に
よ
り
異
な
る
が
、（
（（
（

前
述
の
よ
う
に
陣
屋
内
の
長
屋
数
が

四
軒
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
標
準
は
四
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
手
付
・
手
代
以
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下
の
下
僚
は
、
陣
屋
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
が
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
次
に

は
、
苗
字
を
持
た
な
い
足
軽
・
上
小
遣
・
下
小
遣
各
一
名
が
確
認
で
き
る
。（
（（
（

こ
の

他
谷
村
陣
屋
付
の
地
役
人
と
し
て
、
囲
籾
蔵
番
と
し
て
苗
字
を
持
つ
者
二
名
、
下

番
と
し
て
苗
字
を
持
た
な
い
者
一
名
が
い
た
。
こ
の
内
一
名
は
、
正
徳
元

（
一
七
一
一
）
年
幕
領
柳
沢
氏
預
地
時
代
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。（
（（
（

ま
た
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
苗
字
を
持
つ
時
之
鐘
守
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
（（
（

　

谷
村
は
、
三
分
代
官
役
所
と
異
な
り
代
官
の
在
陣
し
な
い
出
張
陣
屋
で
あ
っ
た

た
め
に
下
僚
に
よ
っ
て
は
、
恣
意
的
に
非
法
行
為
に
走
る
者
も
い
た
。
前
述
の
よ

う
に
、
御
家
人
手
付
導
入
直
後
は
一
定
の
成
果
は
あ
っ
た
が
、
手
代
が
廃
止
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
結
局
ま
た
腐
敗
を
生
ん
だ
。
そ
の
一
例
を
み
て
み
た
い
。

　

天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
の
甲
州
天
保
騒
動
が
お
こ
り
、
天
保
九
年
責
任
を
問

わ
れ
甲
府
代
官
井
上
頼
紀
と
石
和
（
出
張
・
谷
村
）
代
官
西
村
時
憲
が
罷
免
さ
れ

た
。
各
代
官
支
配
地
は
前
年
市
川
の
代
官
と
な
っ
て
い
た
小
林
藤
之
助
と
伊
豆
国

韮
山
の
江
川
英
龍
が
当
分
預
を
仰
せ
つ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
支
配
に
先
立
ち
英
龍

は
手
代
清
水
三
郎
助
に
命
じ
、
管
内
の
内
偵
を
命
じ
て
、『
内
糺
御
用
留
』
を
出

さ
せ
た
。（
（（
（

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
任
石
和
代
官
西
村
時
憲
の
都
留
郡
谷
村
詰
下
僚
の

汚
職
・
横
暴
の
実
態
が
風
聞
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て

み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

一
昨
年
御
救
拝
借
相
願
候
ニ
付
、
元
〆
江
壱
両
賄
賂
致
し
候
へ
は
金
五
両
も
出

来
申
候
、此
賄
賂
ニ
而
茂
余
程
金
子
出
来
申
候
、郡
内
ニ
而
凡
金
二
千
両
余
ニ
相
成
、

一
躰
、山
下
左
内
と
申
人
は
石
和
詰
ニ
候
へ
共
、去
八
月
入
替
り
ニ
相
成
、少
々

不
首
尾
之
様
ニ
候
江
共
、
当
時
弐
千
両
も
貯
有
之
候
由
ニ
候
へ
は
、
当
人
は
結

構
ニ
候
得
共
、
難
渋
致
し
候
者
沢
山
ニ
困
り
候
と
申
聞
候

一
右
旅
籠
や
下
女
申
聞
候
は
山
下
左
内
様
多
く
賄
賂
御
取
被
成
候
故
お
し
く

じ
り
被
成
候
と
申
由
ニ
御
座
候
、
そ
の
か
わ
り
大
金
持
ニ
御
成
被
成
、
只
今

迄
も
当
初
江
御
越
被
成
候
御
手
代
衆
は
金
持
ニ
成
て
御
帰
り
被
成
候
、
御
引

移
之
節
は
御
荷
物
少
し
つ
ゝ
御
持
被
成
候
故
ニ
候
得
共
、
今
度
御
引
払
ニ
は

多
分
之
御
荷
物
出
出
来
候
由
申
聞
候

一
元
〆
山
下
左
内
は
金
四
千
両
も
貯
有
之
候
趣
、
当
時
暮
方
夫
婦
並
子
供
三

人
、
下
女
五
人
、
下
男
三
人
浪
人
手
代
食
客
弐
人
有
之
、
朝
ゟ
酒
宴
相
初
り
、

元
〆
役
所
江
出
候
跡
ニ
而
も
打
寄
楽
し
み
居
、
夜
ニ
入
迄
不
引
取
、
日
々
酒
盛

致
居
候
、
毎
日
金
三
両
宛
相
掛
候
と
申
聞
候

一
日
々
昼
八
ツ
時
頃
ニ
成
候
へ
は
酒
肴
並
に
ぎ
り
め
し
ニ
菜
の
物
を
添
、
元
〆

方
ゟ
御
役
所
江
差
出
し
出
席
之
者
一
同
江
日
々
振
舞
申
候
由
申
聞
候

一
書
役
衆
な
と
夜
は
遊
に
出
金
子
沢
山
ニ
候
間
、
手
あ
ら
く
遣
ひ
捨
申
候
と
申

聞
候

一
元
〆
衆
茂
当
所
江
参
り
候
節
は
荷
物
本
馬
八
駄
と
長
持
壱
竿
程
ニ
候
処
、
今
度

引
払
ニ
は
荷
物
本
馬
三
十
駄
、
長
持
十
二
棹
有
之
候
由
ニ
申
聞
候
、
右
、
両

人
ニ
而
承
之

　

こ
れ
は
、
清
水
の
風
聞
聞
き
取
り
で
あ
る
か
ら
、
誇
張
も
あ
り
す
べ
て
が
事
実

で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
よ
ほ
ど
の
腐
敗
ぶ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
元
締
山
下
左
内
が
代
官
の
在
陣
す
る
石
和
勤
務
の
時
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に
は
大
き
な
蓄
財
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
の
で
、
代
官
不
在
で
実
質
役
所
の
ト
ッ
プ

と
な
る
元
締
は
、
箍
が
外
れ
そ
の
裁
量
に
よ
っ
て
非
法
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
天
保
騒
動
前
後
の
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
多
額
の
賄
賂

を
用
意
で
き
た
村
方
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
再
検
討
し
て
み

る
必
用
が
あ
る
。

四
、
谷
村
代
官
就
任
者
の
傾
向

　

谷
村
代
官
に
つ
い
て
就
任
者
の
経
歴
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
４
表
で
あ
る
。
谷

村
陣
屋
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
諸
書
（
（（
（

で
は
当
初
専
任
の
代
官
が
就
任
し
た
本
陣
屋
で

あ
っ
て
、
享
保
初
年
以
降
出
張
陣
屋
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
成
立
当

初
よ
り
幕
末
ま
で
一
貫
し
て
出
張
陣
屋
で
あ
り
、
専
任
の
代
官
は
置
か
れ
な
か
っ

た
。
四
八
代
五
五
名
の
代
官
が
み
ら
れ
る
が
、
○
付
数
字
は
当
分
預
り
で
あ
る
の

で
、
年
貢
割
付
状
の
発
給
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
実
質
三
二
名
が
真
の
谷
村
出
張
陣

屋
の
代
官
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
述
の
町
野
惣
右
衛
門
・
清
野
与
右
衛
門
貞
平
や
郡
内
の
一
部
に
入
っ
た
信
濃

国
坂
木
代
官
平
岡
次
郎
右
衛
門
信
由
・
彦
兵
衛
良
久
は
何
れ
も
引
き
取
り
代
官
と

し
て
、
甲
府
徳
川
領
・
幕
領
・
笛
吹
川
以
東
の
上
知
旗
本
領
を
新
領
主
で
あ
る
柳

沢
吉
保
へ
引
き
渡
す
役
務
を
負
っ
た
代
官
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
谷
村
代
官
は
正

徳
三
年
に
始
ま
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

谷
村
は
出
張
陣
屋
で
あ
る
た
め
に
何
れ
か
の
代
官
の
兼
務
と
な
る
が
、
大
き
く

分
け
て
関
東
・
伊
豆
・
甲
斐
国
内
の
代
官
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
長
谷
川
六
兵

衛
安
定
・
堀
内
六
兵
衛
安
之
は
関
東
に
主
な
支
配
所
を
持
つ
代
官
で
あ
っ
た
。（
（（
（

両

代
官
支
配
の
間
に
関
東
代
官
野
田
次
郎
右
衛
門
恒
利
と
会
田
伊
右
衛
門
資
刑
が
立

会
で
支
配
に
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
分
預
、
す
な
わ
ち
長
谷
川
安
定
が
閏
二

月
五
日
に
急
遽
、
職
を
辞
し
た
た
め
に
、
後
任
の
代
官
が
決
ま
る
ま
で
の
間
、
臨

時
に
中
継
ぎ
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
は
一
年
未
満
の
短
期
で
あ
る
場
合
が
多

く
、
年
貢
割
付
状
に
も
名
を
残
さ
な
い
こ
と
も
多
い
。
定
期
の
人
事
異
動
に
よ
る

交
代
に
よ
ら
な
い
死
亡
・
病
気
・
罷
免
等
々
で
代
官
が
欠
け
た
場
合
、
こ
の
よ
う

に
近
隣
の
代
官
に
預
け
る
処
置
が
と
ら
れ
た
。
堀
内
安
之
も
三
月
十
三
日
急
遽
、

職
を
辞
し
た
た
め
に
、
馬
場
・
朝
倉
の
両
名
が
預
か
り
支
配
を
し
た
。
馬
場
に
つ

い
て
は
、在
方
の
諸
記
録
（
二
次
史
料
）
に
は
馬
場
源
之
助
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

当
該
代
官
は
お
ら
ず
、
馬
場
源
兵
衛
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
馬
場
は
間
も

な
く
会
田
と
入
れ
替
わ
る
が
、
こ
れ
は
六
月
十
四
日
に
負
贓
に
よ
っ
て
改
易
、
子

も
追
放
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
会
田
に
つ
い
て
も
諸
記
録
に
は
会
田
仁

右
衛
門
と
あ
る
が
、
会
田
伊
右
衛
門
資
刑
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

続
き
原
新
六
郎
政
久
と
馬
場
源
五
右
衛
門
良
峯
が
立
会
で
入
っ
た
。
こ
の
両
名
は

代
官
で
は
な
く
勘
定
所
の
勘
定
で
あ
っ
た
。
享
保
改
革
の
な
か
で
、
同
三
年

（
一
七
一
八
）
九
月
定
免
法
施
行
準
備
が
諸
国
代
官
へ
触
れ
ら
れ
た
。
同
年
と
翌

四
年
の
両
度
に
わ
た
り
各
々
十
ケ
所
・
十
六
ケ
所
の
幕
領
へ
勘
定
二
名
の
立
会
も

し
く
は
勘
定
と
支
配
勘
定
の
立
会
で
送
り
込
ま
れ
た
。（
（（
（

こ
れ
は
前
の
馬
場
源
兵
衛

の
よ
う
に
享
保
三
〜
四
年
で
七
名
も
の
代
官
が
負
金
・
年
貢
滞
納
等
の
理
由
で
罷

免
さ
れ
遠
島
・
改
易
等
の
処
分
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
欠
員
箇
所
と
立
会
預
さ
れ

て
い
る
所
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
。
支
配
所
を
「
検
見
所
」
と
称
し
、「
作
毛
を
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第４表　谷村陣屋支配代官経歴表
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検
視
」
さ
せ
定
免
制
実
施
の
可
能
性
を
探
る
全
国
的
な
土
地
柄
の
調
査
で
あ
り
、

場
所
に
よ
っ
て
は
大
名
預
地
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
（（
（

定
免
法

は
収
税
額
を
一
定
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
検
見
法

で
役
人
が
収
賄
等
で
査
定
手
心
を
加
え
る
と
い
っ
た
不
正
防
止
の
目
的
が
あ
っ

た
。
な
お
、
原
政
久
は
享
保
八
年
勘
定
組
頭
へ
昇
任
し
、
同
十
四
年
に
は
奈
良
代

官
へ
と
転
出
し
て
い
る
。

　

享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
以
降
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
迄
は
、
主
と
し
て
伊

豆
国
三
島
代
官
の
支
配
に
置
か
れ
、
よ
う
や
く
安
定
し
た
。
前
の
関
東
代
官
支
配

と
同
様
他
国
の
代
官
支
配
に
置
か
れ
る
こ
と
は
一
見
不
合
理
に
思
え
る
が
、
地
理

的
位
置
関
係
ば
か
り
で
な
く
幕
府
か
ら
出
さ
れ
る
法
令
に
は
対
象
地
域
を
「
関
東

并
甲
斐
・
伊
豆
」
と
し
た
も
の
も
多
く
、
幕
府
は
室
町
時
代
に
置
か
れ
た
鎌
倉
府

の
支
配
地
域
を
意
識
し
て
、
一
体
に
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
島
代
官
山
本
平
八
郎
親
行
が
陸
奥
国
田
島
へ
転
出

し
、
代
わ
っ
て
伊
豆
国
に
は
田
島
よ
り
江
川
太
郎
左
衛
門
英
彰
が
旧
領
で
あ
る
韮

山
屋
敷
へ
復
帰
し
、
三
島
は
出
張
陣
屋
と
さ
れ
た
。
郡
内
領
支
配
に
深
く
関
わ
る

江
川
氏
は
、
代
々
太
郎
左
衛
門
と
称
し
、
元
々
伊
豆
の
酒
造
業
を
基
盤
と
す
る
在

地
土
豪
で
あ
り
、
主
家
北
条
氏
滅
亡
後
徳
川
氏
の
代
官
と
し
て
伊
豆
国
幕
領
の
形

成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
が
、
享
保
八
年
江
川
英
勝
の
代
に
初
期
代
官
た
ち
の

例
に
漏
れ
ず
、
先
祖
か
ら
の
負
米
に
よ
る
代
官
所
経
営
の
破
綻
や
手
代
の
不
正
を

理
由
と
し
て
代
官
職
を
解
か
れ
た
。（
（（
（

寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
子
の
英
彰
が
関
東

代
官
と
し
て
復
職
し
、
田
島
を
経
て
よ
う
や
く
韮
山
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
復
帰
後
間
も
な
く
死
去
し
た
た
め
、
伊
奈
半
左
衛
門
忠
宥
の
預
か
り
を
経
て

英
征
が
韮
山
代
官
と
し
て
郡
内
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
〜
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
全
国
的
な
代
官
の

移
動
配
置
替
え
が
実
施
さ
れ
、
甲
府
代
官
藤
本
勘
助
久
英
の
預
か
り
を
経
て
、
石

和
代
官
大
岡
重
三
郎
支
配
と
な
り
、
こ
れ
以
降
は
主
と
し
て
石
和
代
官
の
管
轄
に

置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
代
官
が
支
配
に
あ
た
る
が
、
結
局
、
谷
村
陣
屋
に
は

専
任
代
官
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
幕
末
ま
で
廃
止
さ
れ
る
こ

と
な
く
郡
内
領
支
配
の
拠
点
と
し
て
前
半
は
伊
豆
国
代
官
、
後
半
は
石
和
代
官
支

配
の
下
で
民
衆
支
配
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
甲
斐
国
幕
領
の
成
立
及
び
中
後
期
の
一
国
幕
領
化
、
甲
府
陣
屋
の
設
置

と
谷
村
陣
屋
の
仕
法
替
や
就
任
代
官
の
特
質
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

　

甲
斐
国
の
特
徴
は
、
当
初
国
中
と
郡
内
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
形
成
過
程
を
辿

り
、
国
中
は
基
本
的
に
徳
川
親
藩
領
・
御
三
卿
領
と
い
っ
た
準
幕
領
と
も
い
う
べ

き
領
地
が
中
核
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
支
配
は
、
大

久
保
長
安
以
降
主
と
し
て
武
田
蔵
前
衆
等
甲
州
系
の
代
官
や
武
田
氏
旧
臣
の
系
譜

を
引
く
奉
行
等
に
よ
っ
て
武
田
支
配
の
伝
統
を
意
識
し
た
支
配
が
さ
れ
て
き
た
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
『
甲
斐
国
志
』
に
よ
っ
て
場
所
と
坪
数
し
か
知
る
こ
と
の
出

来
な
か
っ
た
具
体
的
な
甲
府
陣
屋
の
選
定
・
設
置
過
程
や
下
僚
給
与
・
職
務
分
掌
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を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
享
保
十

年
の
代
官
役
所
経
費
支
給
方
法
の
変
更
に
よ
る
大
改
革
前
の
下
僚
の
実
態
を
究
明

す
る
上
で
の
指
標
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
谷
村
藩
秋
元
氏
の
転
封
以
後
の
郡
内
は
独
自
な
幕
領
形
成
を
し
た
。
谷

村
は
本
陣
屋
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
何
れ
か
の
陣
屋
の
出
張
と
な
る

が
、
大
き
く
分
け
て
関
東
・
伊
豆
・
甲
斐
国
内
の
代
官
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

創
設
期
に
は
関
東
、
次
い
で
伊
豆
代
官
で
あ
り
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
石
和

代
官
支
配
と
な
る
の
は
寛
政
期
以
降
で
あ
る
。
ま
た
、
谷
村
陣
屋
に
も
廃
止
の
危

機
は
あ
っ
た
。
石
和
代
官
蓑
豊
昌
に
よ
っ
て
公
事
国
と
よ
ば
れ
た
訴
訟
の
多
さ
を

理
由
に
、
谷
村
陣
屋
の
機
能
を
石
和
陣
屋
に
吸
収
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
廃
止
が
目

論
ま
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
口
実
で
あ
り
、
幕
府
財
政
危
機
の
中
で
全
国
的
に
幕

領
の
大
名
預
地
化
や
統
廃
合
が
実
施
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
り
、
新
の
目
的
は
冗
費

削
減
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
代
官
不
在
の
陣
屋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
下

僚
の
不
法
行
為
が
蔓
延
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
天
保
騒
動
前

後
に
多
額
の
賄
賂
や
献
金
が
動
い
て
い
た
実
態
が
み
ら
れ
、
今
後
社
会
経
済
史
的

な
面
か
ら
も
騒
動
の
端
緒
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

�

（
に
し
ざ
わ　

あ
つ
お
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
准
教
授
）

註（１
）�

村
上
直
「
近
世
初
期
、
甲
州
系
代
官
衆
の
系
譜
に
つ
い
て
︱
武
田
蔵
前
衆
を
中
心
に
」（
豊
田

武
博
士
古
希
記
念
会
編
『
日
本
近
世
の
政
治
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（
２
）�

村
上
直
「
甲
斐
国
石
和
代
官
所
に
関
す
る
一
考
察
」（
磯
貝
正
義
先
生
古
希
記
念
論
文
集
『
甲

斐
の
地
域
史
的
展
開
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
）、
同
「
近
世
甲
斐
に
お
け
る
甲
府
代
官
」

（『
甲
府
市
史
研
究
』
二
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
３
）�

和
泉
清
司
「
徳
川
幕
府
直
轄
領
の
全
国
的
形
成
と
支
配
」（『
徳
川
幕
府
成
立
過
程
の
基
礎
的
研

究
』
文
献
出
版
、
一
九
九
五
年
）。

（
４
）�

本
章
の
記
述
は
、
特
別
な
註
を
付
け
な
い
限
り
、
山
梨
県
編
集
『
山
梨
県
史
』
通
史
編
３
、
近

世
１　

第
一
章
〈
西
沢
淳
男
他
執
筆
〉（
山
梨
県
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
５
）�

山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
。

（
６
）�

村
上
直
「
武
田
蔵
前
衆
に
つ
い
て
」（『
論
集　

代
官
頭
大
久
保
長
安
の
研
究
』
揺
籃
社
、

二
〇
一
三
年
）。

（
７
）�

村
上
直
「
大
久
保
石
見
守
長
安
と
甲
斐
」
註
（
６
）『
論
集　

代
官
頭
大
久
保
長
安
の
研
究
』。

（
８
）�

山
梨
県
編
集
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
８
、
近
世
１　

史
料
四
八
九
〜
四
九
四
（
山
梨
県
、

一
九
九
八
年
三
月
）。

（
９
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
四
八
三
。

（
10
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
六
七
六
。

（
11
）�

田
淵
正
和
「
設
置
時
期
の
甲
府
勤
番
支
配
就
任
者
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
武
田
氏
研
究
』
第

六
号
、
一
九
九
○
年
五
月
）。

（
12
）�『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
一
巻
、
九
〇
〇
頁
（
藝
林
舎
、
一
九
七
〇
年
）。

（
13
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
七
〇
四
。
以
下
甲
府
陣
屋
に
つ
い
て
は
特
別
な
註
を
付
け

な
い
限
り
、
同
史
料
に
よ
る
。

（
14
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
七
一
五
。

（
15
）�

小
宮
山
昌
世
「
地
方
問
答
書
」（
小
野
武
夫
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
八
巻
、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
五
八
年
）。

（
16
）�

埼
玉
県
史
調
査
報
告
書
『
分
限
帳
集
成
』
一
五
（
埼
玉
県
史
刊
行
協
力
会
、一
九
八
七
年
）。

（
17
）�

拙
稿
「
寛
政
改
革
期
に
お
け
る
手
付
制
導
入
と
運
用
の
諸
問
題
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
八

号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
18
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
七
〇
九
。

（
19
）�

拙
著
『
代
官
の
日
常
生
活
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
20
）�
富
士
吉
田
市
編
さ
ん
委
員
会
編
集
『
富
士
吉
田
市
史
』
近
世
史
料
編
第
三
巻
Ⅰ
︱
15
（
富

士
吉
田
市
、
一
九
九
四
年
三
月
）。

（
21
）�「
石
和
代
官
所
跡
」（『
山
梨
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
19
、
平
凡
社
、
一
九
九
六

年
一
月
）。

（
22
）�

都
留
市
史
編
纂
委
員
会
編
集
『
都
留
市
史
』
通
史
編
、
一
九
○
頁
掲
載
天
保
期
谷
村
陣
屋

絵
図
（
都
留
市
、
一
九
九
八
年
三
月
）。

（
23
）�

都
留
市
史
編
纂
委
員
会
編
集
『
都
留
市
史
』
資
料
編
、近
世
Ⅱ
︱
第
一
章
第
二
節
一
一
（
都
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留
市
、
一
九
九
六
年
三
月
）。

（
24
）�『
富
士
吉
田
市
史
』（
史
料
編
第
三
巻
、
近
世
Ⅰ
︱
三
九
）。

（
25
）�
註
（
23
）『
都
留
市
史
』
第
一
章
第
二
節
一
五
。

（
26
）�
拙
著
『
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』
第
一
部
第
一
章
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）。

（
27
）�
拙
稿
「
代
官
陣
屋
と
地
域
社
会
」（
藪
田
貫
・
奥
村
弘
編
『
地
域
史
の
視
点
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
28
）�

註
（
23
）
に
同
じ
。

（
29
）�

註
（
26
）
拙
著
第
三
部
第
一
章
。

（
30
）�

註
（
26
）
に
同
じ
。

（
31
）�

山
梨
県
立
図
書
館
編
集
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
六
巻
︱
九
（
山
梨
県
立
図
書
館
、

一
九
七
八
年
一
二
月
）、『
富
士
吉
田
市
史
』（
史
料
編
第
三
巻
、
近
世
Ⅰ
︱
１
）。

（
32
）�「
甲
斐
国
都
留
郡
領
主
・
代
官
属
僚
一
覧
」（
米
崎
清
実
「
甲
斐
国
郡
内
領
に
お
け
る
谷
村

代
官
所
支
配
と
郡
中
代
・
郡
中
惣
代
」『
富
士
吉
田
市
史
研
究
』
第
四
号
、
一
九
八
九
年

三
月
）。

（
33
）�

註
（
８
）『
山
梨
県
史
』
史
料
七
一
七
。

（
34
）�『
都
留
市
史
』（
資
料
編
、
古
代
・
中
世
・
近
世
Ⅰ
︱
九
九
）。

（
35
）�『
都
留
市
史
』（
資
料
編
、
近
世
Ⅱ
︱
一
三
）。

（
36
）�

清
水
三
郎
助
「
内
糺
御
用
留
」（
戸
羽
山
翰
『
江
川
担
庵
全
集
』
別
巻
二
、
巌
南
堂
書
店
、

一
九
七
九
年
）。

（
37
）�

例
え
ば
和
崎
晶
「
幕
領
期
の
変
遷
」（『
都
留
市
史
』
通
史
編
、
近
世
第
一
章
第
三
節
）。

（
38
）�

以
下
個
別
代
官
に
つ
い
て
は
特
別
な
註
を
付
け
な
い
限
り
、
註
（
26
）
拙
著
付
録
「
幕
領

代
官
・
陣
屋
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
及
び
拙
著
『
江
戸
幕
府
代
官
履
歴
辞
典
』（
岩
田
書
院
、

二
○
○
一
年
）
に
よ
る
。

（
39
）�「
柳
営
日
次
記
」
享
保
三
年
七
月
一
九
日
・
享
保
四
年
七
月
二
三
日
の
条
（
国
立
公
文
書

館
内
閣
文
庫
所
蔵
）。

（
40
）�

長
野
県
編
集
『
長
野
県
史
』
近
世
史
料
編
七
巻
（
三
）
二
一
九
○
号
（
長
野
県
史
刊
行
会
、

一
九
八
六
年
四
月
）。
享
保
三
年
信
濃
国
へ
派
遣
さ
れ
た
勘
定
二
名
か
ら
村
方
に
出
さ
れ

た
「
信
州
御
預
り
所
村
々
申
渡
ス
条
目
」（
長
野
県
立
歴
史
館
寄
託
西
大
滝
村
斉
藤
家
文

書
Ｇ
︱
二
一
四
）
に
は
「
我
々
立
毛
検
見
御
用
」
と
あ
る
。

（
41
）�『
寛
政
譜
』
第
五
巻
、
三
八
一
頁
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
）。




